[bookmark: _eoayozcu2zby]相続関係図作成支援業務委託契約書

●●株式会社又は●●（以下 甲 という。）と ●●株式会社又は●●（以下 乙 という。）は、相続関係図作成支援業務に関し、次のとおり契約（以下 本契約 という。）を締結する。

第1条 目的
本契約は、甲が実施する相続手続又は相続相談業務に関連し、乙が相続関係図の作成支援業務を受託するにあたり、必要な事項を定めることを目的とする。

第2条 業務内容
1 乙は、甲の依頼に基づき、次の各号に掲げる業務を行う。
一 戸籍謄本その他相続関係資料の整理支援
二 相続人関係の確認補助
三 相続関係図の作成又は作成補助
四 相続関係説明資料の作成支援
五 その他前各号に付随関連する業務
2 業務の具体的範囲、納期及び成果物の形式は、個別の業務依頼書又は別紙仕様書に定める。

第3条 業務遂行方法
1 乙は、善良な管理者の注意をもって本業務を遂行する。
2 乙は、法令及び公序良俗を遵守し、適正な方法で資料整理及び図面作成を行う。
3 乙は、弁護士、司法書士、税理士その他の資格業務に該当する行為を行わない。

第4条 成果物の納品
1 乙は、成果物を電子データ又は書面により甲へ納品する。
2 甲は、成果物受領後合理的期間内に検収を行う。
3 不備がある場合、乙は合理的範囲で修正を行う。

第5条 報酬
1 甲は乙に対し、本業務の対価として別途定める報酬を支払う。
2 報酬の支払期日、支払方法及び実費精算の取扱いは、個別契約に定める。

第6条 再委託
乙は、甲の事前の書面承諾なく、本業務を第三者に再委託してはならない。

第7条 資料の提供
1 甲は、本業務遂行に必要な資料を乙に提供する。
2 提供資料の正確性及び完全性については甲が責任を負う。

第8条 秘密保持
1 乙は、本業務に関連して知り得た個人情報及び業務情報を第三者に漏えいしてはならない。
2 本条の義務は、本契約終了後も存続する。

第9条 個人情報の取扱い
乙は、個人情報保護法その他関連法令に従い、適切に個人情報を管理する。

第10条 権利帰属
1 成果物の著作権は、特段の合意がない限り甲に帰属する。
2 乙は、自己の業務実績として成果物を匿名化した上で利用することができる。

第11条 損害賠償
乙が本契約に違反し甲に損害を与えた場合、乙はその損害を賠償する。

第12条 契約期間
本契約の有効期間は契約締結日から●年間とする。

第13条 契約解除
1 一方当事者が本契約に違反し是正しない場合、相手方は契約を解除できる。
2 やむを得ない事情がある場合、双方協議の上解除できる。

第14条 反社会的勢力の排除
当事者は、反社会的勢力に該当しないことを表明し保証する。

第15条 協議事項
本契約に定めのない事項は、双方誠意をもって協議し解決する。

第16条 管轄
本契約に関する紛争は、甲の本店所在地を管轄する地方裁判所を第一審の専属的合意管轄とする。

本契約締結の証として本書2通を作成し、各自記名押印の上保有する。
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